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通信講座随時開講
⽇�で�⼀のパーソナルカラー10タイプ��®�式��

パーソナルカラー10タイプ分類®は新しい分類法です。
だから、みんな初⼼者！ ゼロから始めてプロを⽬指せます。

未��からカラリスト�

パーソナルカラー10タイプ分類®のタイプ診断ができるようになる講座です。
オリジナルのストライプドレープと診断表を使い、学習します。



パーソナルカラーの基本ともいえるベースの肌⾊。
1990年代〜2000年代にかけて、⽇本⼥性の肌⾊に変化があったことをご存じでしょうか？
現代ではブルーベース・イエローベースの特徴が⽬⽴たないニュートラルな肌⾊の⼈が増え
ています。そのため、従来の分類法では対応しきれなくなっています。
パーソナルカラー10タイプ分類®はベースの⾊以外に特徴を⾒つけ分類していくため、ニュ
ートラルな肌⾊の⼈にも対応が可能です。

実際にパーソナルカラー診断で使う布を使って、⾊を選ぶチカラを養います。
カウンセリング実習・ドレーピング実習・カラーコーディネート練習まで⾏う
ため、卒業後すぐに活躍できます。

10タイプ��が�ばれるわけ

�を⾒るチカラが�につく����

教材

10タイプアシスタントカラリスト
オリジナルストライプドレープ10枚
オリジナル診断表⾒本
10タイプアシスタントカラリスト公式テキスト1冊
課題集1冊
解答⽤紙31枚
実技課題⽤⼩布チップ80枚
実技課題⽤カラーカード
⾊相環＆トーン表2枚（参考資料）
140⾊ドレープ⾊⾒本帳
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ひと⽉に1〜2回の添削提出が⽬安です。80点以上で合格。79点以下の場合は再提出となります。
在籍可能期間は2年です。

学習期間 最短3ヶ⽉／最⻑2年



通信添削（10回）
希望者のみオプション：ドレーピング実習 2⽇間(10時間）

⾊彩の知識∕パーソナルカラーの基本知識
 パーソナルカラーを知るうえで必要な最低限の⾊の知識を学びます

フォーシーズンと10タイプ
 フォーシーズンとの違いや10タイプ分類の基本を学びます
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回数 添削課題

フォーシーズンの確認
 パーソナルカラーの基本ともいえる4タイプについて確認します

カラーチップを⾒分ける
 カラーカードを使って⾊を⾒分けます

6タイプの⼩布チップを⾒分ける
 フォーシーズン以外の6タイプについて⼩布を使って練習します

フォーシーズンの⼩布チップを⾒分ける
 診断⽤ドレープの⼩布で4タイプの⾊を⾒分ける練習をします

フォーシーズン以外の6タイプの確認
 10タイプ分類について詳細に学びます

⾊鉛筆を使ったカラーコーディネート
 ⾊鉛筆で⾊を作り、⾃由にカラーコーディネートを考えます

⼩布チップを使ったカラーコーディネート
 ⼩布チップを組み合わせてカラーコーディネートを考えます

シチュエーション別のトータルカラーコーディネート
 実際のお客様を想定してメイクを含めたカラーコーディネートを考えます



10タイプアシスタントカラリスト��
ドレーピング��なし

10タイプアシスタントカラリスト��
 ＜オプション＞ドレーピング��付

85,000円

155,000円(10時間)

受講料

お⽀払い⽅法

ドレープ・その他�材⼀式を�みます。

いずれの講座もホームページからのお申込みは教材到着後1週間以内に指定⼝座への
お振込みとなります。
クレジットカード払い等をご希望の⽅はYahoo!ショッピングをご利⽤ください。

（��）

ドレープ参考価格

オリジナルストライプドレープ：26,400円

ドレーピング実習は、通学講座開講時に⼀緒に受けていただくよう
になります。
開講時期はご確認ください。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/nrkcolorshop2/schoolpro01.html


ドレープを除く教材⼀式を送付 （当協会）
ドレープは受注⽣産になるため、後送になります。

お申し込みからの流れ

お申し込み後、確認メールの送付をもって受講契約成⽴となります。
受講契約成⽴後のキャンセル並びに返⾦は特に記載がない限り、原則として受
け付ておりません。
Yahoo!ショッピングからお⽀払いの場合、ご連絡先のメールアドレスを必ず確
認してください。デフォルトでYahoo!アドレスが登録されています。普段から
使⽤しているメールアドレスでお⼿続きください。

ホームページの専⽤フォームからお申し込み （受講⽣）

Yahoo!ショッピングよりご注⽂ （受講⽣）

銀⾏振込

クレジットカードその他のお⽀払い

確認メールの送信 （当協会）

確認メールの送信 （当協会）

ドレープを除く教材⼀式を送付 （当協会）
ドレープは受注⽣産になるため、後送になります。

受講申込書の提出 （受講⽣）
申込書と返信⽤封筒を教材に同封します。必要事項を記⼊の上ご返送ください。

受講申込書の提出 （受講⽣）
申込書と返信⽤封筒を教材に同封します。必要事項を記⼊の上ご返送ください。

お⽀払い （受講⽣）
教材と⼀緒に請求書をお送りします。教材到着から1週間以内にお振込みください。



この規程は、⼀般社団法⼈トータルカラーライフ協会（以下「当協会」といいます）が開講している通学、通信およびインターネット上での講座（WEB
講座）の受講について定めるものです。講座にお申込みの⽅は、この規程の内容と条件にご同意の上、お申込みください。

第１条（受講契約の成⽴等）
受講契約の成⽴時期については以下のとおりといたします。
（１）お客様が当協会所定の受講申込書に署名の上、申し込みを⾏い、当協会がこれを受諾した時に、受講申込書記載の講座の受講契約が成⽴するもの
といたします。ただし、インターネット上で申し込みをされた場合には当協会からの確認メールを送信した時、または教材等を発送した時のいずれか早
い時に受講契約が成⽴するものといたします。
（２）前項に関わらず、受講料のお⽀払いにクレジットをご利⽤になる場合は、利⽤審査によりクレジット契約が有効に成⽴した時に受講契約が成⽴す
るものといたします。
第２条（解約、返⾦、クーリング・オフ）
講座受講契約後における解約・返⾦についてのお取扱いは下記のとおりといたします。
（１）講座開始前の解約・返⾦について
講座開始前であれば、理由の如何を問わずお客様からのお申し出により解約を受け付け、受講料を返⾦いたします。ただし、当協会から教材を発送する
前といたします。
1.お⽀払い済みの受講料の全額を返⾦いたしますが、事務⼿数料として１万円（税込）を申し受けます。
2.お受け取りになった教材類は、返⾦時までに全てご返却ください。なお、紛失等により返却いただけない場合には、ドレープを除く教材に２万円（税
込）、各種ドレープは販売価格と同額を申し受けます。
（２）講座開始後の解約・返⾦について
講座開始後（通信講座・WEB講座の場合は当協会から教材を発送した後）、講座受講を継続することができない合理的な理由が発⽣した場合は「解約申
請書」をご提出ください。その際は、当該事由が客観的に確認できる資料をご提出いただく場合もございます。
1.解約申請書類提出時の講座受講を継続することができない合理的な理由について本⼈の死亡、重⼤な⼼⾝の疾病、妊娠・出産、勤務先の倒産、⻑期に
わたる海外転勤・留学、その他著しく環境に変化が⽣じた場合等。
2.講座受講を継続することができない合理的な理由がない場合、通信講座については第１回添削課題提出後、WEB講座に関しては第１回講義受講後の解
約・返⾦はできませんのでご注意ください。
（３）講座開始後の返⾦額
1.お⽀払い済みの受講料より以下の⾦額を排除し返⾦いたします。
①全受講料を提供回数で按分した額に提供済回数を乗じた額、または全受講料を提供機関の⽇数で按分した額に提供済期間の⽇数を乗じた額のうち、多
いほうの額（以下、提供済受講料と呼ぶ）
②お⽀払い済みの受講料から提供済受講料を減じた額の20％に相当する⾦額（上限５万円）
③事務⼿数料１万円（税込）
2.講座の提供済回数または提供済期間の⽇数を算定する最終⽇は「解約申請書」提出⽇（当協会の受領⽇）とします。郵送の場合は「解約申請書」を発
信した時（郵便消印⽇付）を最終⽇とします。
クーリング・オフ
（１）お客様が当協会からの訪問販売、または電話勧誘販売により講座に申し込まれた場合、受講申込書の記載⽇を含む８⽇間は、書⾯により無条件に
受講契約のお申込みの撤回、または受講契約の解除を⾏うことができます（これを「クーリング・オフ」といいます）。
※WEB上でのお申込み、または郵送でのお申込みの場合は適⽤除外となります。
（２）クーリング・オフの効⼒は、お客様が受講契約書を受領後８⽇以内に、受講契約のお申込みの撤回または受講契約の解除をする旨の書⾯を発信し
た時（郵便消印⽇付）に⽣じます。
（３）クーリング・オフがなされた場合のお取扱いは以下のとおりです。
1.お客様は違約⾦、損害賠償を⽀払う必要はありません。
2.講義を既に受講されている場合でも、既受講分の対価を⽀払う必要はありません。また、既にお渡しした教材等がある場合、その返還に要する費⽤も
当協会が負担いたします。
3.既に受講料の全部または⼀部を⽀払っている場合には、全額返⾦いたします。
4.返⾦に関する全ての費⽤（銀⾏振込⼿数料等）は当協会が負担いたします。
（４）受講契約の撤回に関する事項につき当協会が不実のことを告げる⾏為をしたことにより、告げられた内容が事実であるとの誤認をし、または威迫
したことにより困惑したために、お客様がクーリング・オフ期間を経過するまでにお申込みの撤回を⾏わなかった場合には、当協会が経済産業省令で定
めるところにより、受講契約の撤回等を⾏うことができる旨を記載して交付した書⾯を受領した⽇から起算して８⽇を経過するまではクーリング・オフ
することができます。
第３条（著作権等）
（１）当協会が提供する教材、講義、インターネット上で提供する情報の知的財産権は全て当協会に帰属します。これらを無断で受講契約の⽬的以外で
使⽤、複製、録画、録⾳ダウンロード、譲渡をすることは固く禁じます。
（２）講座の受講に必要なID・パスワードを第三者に開⽰し譲渡あるいは貸与することはできません（当協会へのお問い合わせの際にID・パスワードの
開⽰をお願いする場合があります）。
（３）お客様が前２項に違反した場合、当協会はお客様に対し当協会が被った損賠のすべての賠償を請求するとともに、刑事告訴を⾏うことがありま
す。
第４条（個⼈情報保護）
（１）当協会がお客様より提供を受けた個⼈情報（⽒名、⽣年⽉⽇、電話番号等、個⼈を特定することのできる情報のこと）は、お申込みになった講座
の管理の他、資格試験情報や当協会からのサービス提供の案内等の⽬的に使⽤します。
（２）お預かりした個⼈情報は、前項の⽬的以外には使⽤いたしません。またお客様の同意を得ずに第三者に提供することはありません。ただし、法令
により開⽰する場合を除きます。
（３）当協会がお預かりしている個⼈情報について、お客様から開⽰を求められた時には、原則として遅滞なく開⽰いたします。また、個⼈情報の内容
の訂正、追加または受講終了後に削除を求められた場合には、当該個⼈情報の内容の訂正・削除等を⾏います。
（４）お預かりしている個⼈情報に関し、お客様から、利⽤⽬的に違反している等の理由によって、利⽤の停⽌または消去を求められた場合であって、
その求めに正当性があると判明した時には、遅滞なく当該保有個⼈データの利⽤禁⽌等の措置を講じます。
第５条（不可抗⼒）
地震、⽕災、その他の天変地異等により教室が利⽤できず講座を開講できない場合、通信機器や回線の障害またはコンピュータの障害、メンテナンス等
により講義を⼀時的に停⽌または中⽌されることがあります。その場合でも利⽤できなかったことにより被った損害等について当協会は責任を負いかね
ます。

講座受講申込規程



第６条（合意管轄）
受講契約に関する⼀切の紛争については、訴額に応じ簡易裁判所または地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第７条（その他）
（１）本規程に定めのないものについては、当協会ホームページ、各種パンフレットその他当協会が定める諸規定によるものとします。
（２）本規程は予告なく内容を変更することがあります。
（３）本規程は、2022年3⽉3⽇をもって発効します。
受講サービスについて
1.受講サービスの内容
（１）受講料⾦に含まれる基本的な受講サービス内容は、下記の通りとなります（講座により、教材構成は異なります）。
1.テキスト教材、添削課題、学習ガイド、受講ご案内等の送付
2.添削課題の採点指導と返却（通信講座のみ）
3.弊社所定の質問票による質問への回答（在籍期間内の提出のみ対象
（２）添削課題および質問票ご提出の郵送料は、受講料⾦に含まれません。受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。�テキスト教
材・添削問題等の紛失による再送付につきましては、別途料⾦がかかりますのでご注意ください。
２.受講サービスの対象∕範囲∕期間
（１）サービス対象は受講⼿続きを完了した受講者ご本⼈に限ります。
（２）サービスの適⽤は、⽇本国内に限ります。
（３）サービスの適⽤期間は、在籍期間内に限定します。
３.受講期間∕在籍期間
（１）受講期間とは、講座内容を継続的に学習することにより修了し終える期間をいい、講座ごとに設定されています。
（２）在籍期間とは、添削課題の提出・受講修了が認められる期間をいい、受講期間の２倍の設定となります。なお、講座によって異なる場合がござい
ます。
（３）在籍期間を過ぎても、当協会にて継続して学習の意志があると認められた場合、在籍期間の延⻑が可能となる場合がございます。
４.添削課題の提出∕添削指導∕返却
（１）通信講座の添削課題は、郵送でご提出いただきます。なお、添削課題受付⽇は弊社到着⽇となります。
（２）添削課題の添削および採点は、在籍期間内に受け付けされたものを対象とします。
（３）⼀度ご返却した添削課題の解答内容につきましては、弊社に責がある場合を除き、再添削はいたしません。
（４）添削講師に関する個⼈情報は公表いたしません。
５.修了の認定
全添削課題を在籍期間内に提出し、その添削課題の平均点が80点以上であることが修了の条件です。なお、講座によって異なる場合がございます。
６.認定証の発⾏
「５.修了の認定」の条件を満たして修了された受講者には、「認定証書」が発⾏されます。
７.未修了
在籍期間が過ぎてもなお未提出課題があるとき、または添削課題を全回ご提出いただいても全課題の平均点が80点未満のときには、未修了となります。

施⾏⽇

2022年3⽉3⽇発⾏

一般社団法人
トータルカラーライフ協会

http://totalcolorlife.or.jp/

http://totalcolorlife.or.jp/

